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○塩野座長 それでは、定刻でございますので、ただいまから第５回独占禁止

法基本問題懇談会を開催いたします。 
 本日の議題でございますが、本日は前半で日本チェーンストア協会の鈴木善

統専務理事、それからあさひ狛法律事務所の伊従寛弁護士、法政大学の岸井大

太郎教授から御意見を聴取することとしております。休憩をおいた後、競争法

の国際比較についての説明を公正取引委員会にお願いしております。 
 それでは、まずチェーンストア協会の鈴木専務理事からお話をいただきます。

よろしくお願いいたします。 
○鈴木専務理事 おはようございます。日本チェーンストア協会専務理事の鈴

木でございます。本日はよろしくお願いします。座って説明させていただきま

す。 
 このような機会を与えていただきまして大変ありがとうございます。本日は、

意見と申しますか、我々が納入業者との関係で公正な取引を推進するためにど

ういうことをやっているかという実態を御説明させていただくということを中

心にお話を申し上げたいと思います。 
 まず、チェーンストア協会というのは総合スーパーマーケット、それから食

品スーパーマーケット中心に、約 100社、現在若干少なくなって 94社程度であ
りますが、そういった企業をメンバーとする団体でございます。 
 特に総合スーパーになるとバーゲニングパワーというようなことで納入業者

等の間で公正な取引を推進しなければいけない。我々のビジネスモデルという

のは、暗黒大陸と言われた流通の中にいかに合理的なものを導入して、消費者

に安くていいものを提供していくか、という形で、それを進化させてきており

ます。その過程で納入業者との関係については、慎重に対応していかなければ

いけないということでこれから申し上げるような取り組みをしているというこ

とでございます。  お手元に概要をまとめた簡単な資料をお配りしてあります
ので、それに基づきまして御説明申し上げます。 
 まず我々会員企業と納入業者との取引についていうと、昭和 29年の百貨店業
告示及び「不公正な取引方法」、これもまた独占禁止法の告示でありますけれど

も、この２つをベースに優越的地位の濫用が規制されてきたというふうに認識

しております。我々の協会は昭和 42年に設立されておりまして 40年くらいに
なろうとしておりますけれども、当初から重点事業の一つとして適切な公正取

引の推進を掲げて会員企業と納入業者との公正な取引を推進するための取り組
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みを行ってきたということでございます。 
 まずベーシックな対応としては、自主基準を作成し、それを発展させたもの

としてクエスチョン・アンド・アンサーをつくって会員企業に配布してきてい

るということでございます。まずは納入業者との公正取引に関する自主規制基

準というものを昭和54年につくりました。それ以降返品に関する自主規制基準、
この１と２を統合したものを更に改定いたしまして、加えて資料中④にありま

すけれども、下請取引適正化のためのガイドブックを作成し、更に納入業者と

の公正な取引を推進するためのＱ＆Ａというものを冊子としてまとめて会員企

業に配っているということでございます。 
 委員の皆様方のお手元にＱ＆Ａをお配りしておりますが、これは最新版でご

ざいまして、これは後で申し上げます百貨店業告示が改正されて最近 11月１日
から施行されたものでございますから、それを踏まえてそれに合うような形で

リバイスしたものを早速つくって会員企業にお配りしてあるということであり

ます。これがベーシックな対応でございまして、これがいかに会員企業の皆さ

んに利用していただけるかということがまず根本でありますけれども、これに

加えて次のような活動を行っているということであります。 
 まず、我々の協会の中に取引推進委員会というものをつくりまして、これは

会員企業の担当役員、部長クラスで構成しておりますけれども、この取引推進

委員会を定期的に開催して、必ず１回は公正取引委員会の担当課長においでい

ただいて、この優越的地位の濫用を中心にした公正な取引方法についてお話を

伺うということをしております。 
 それから、これは毎年10月に臨時総会をいろいろな関連で開きますけれども、
このときに公正取引委員会の取引部長を始め、関係の担当課長においでいただ

いて公正取引に関する懇談会を開催し、意見交換をしているということでござ

います。 
 合わせて、先ほど御説明しましたＱ＆Ａ、これは会員企業でも人事異動がご

ざいますので、その人事異動の時期に合わせて、なかなか新しい方というのは

こういったことについて知識、経験が足りませんので、このＱ＆Ａを使ってよ

く研修をしてくださいというようなお願いをしております。 
 また、百貨店業告示を始め景品表示法の改正などが行われたときには、公正

取引委員会に講師派遣を依頼して説明会なども適宜開催しておりますし、更に

資料中⑤にありますように「下請取引適正化推進月間」の周知等を始め、こう
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した下請取引についての啓蒙もやっているということであります。 
 加えて次のページにまいりますけれども、会員企業に対しては社内の体制を

整備してくださいというような指導、あるいはマニュアルを整備してください

というような指導、それから仕入担当者が商談を行う際の取引の公正・適正性

の確保に関するチェック等の公正取引推進体制の整備を行ってくださいという

ようなことを協会の方から会員企業の皆さんに周知徹底するようにしていると

いうことであります。 
 ただ、これはなかなか協会として会員企業にこういったことが周知徹底でき

ないという悩みは持っておりますが、最近になって２件ほど優越的地位の濫用

について公正取引委員会から勧告を受けるという事態が発生しております。 
平成 16年 12月と平成 17年４月でありますけれども、一般の卸価格に比べて著
しく低い対価で納品させたとか、相手様の従業員を不当に派遣してもらってい

たというようなことで、相次いで会員企業の中で２つの企業が勧告を受けたと

いうことであります。それ以前は余り事例もなかったんですけれども、最近に

なって２つ勧告を受けたという事態を協会として重く見ております。こうした

勧告が出されたときには、再度、今申し上げたような流れの中で会員に徹底さ

せるというようなことをやっております。 
 そうしたことでありますが、今回新たに昭和 29年の百貨店業告示が模様替え
されて、大規模小売業者による納入業者との取引における不公正な取引方法、

これは大規模小売業告示というふうに一般的に言われておりますけれども、こ

れがリニューアル、充実されて今年の 11月１日から施行されています。協会と
しては、今御説明したような平成 16 年、17 年に相次ぐ勧告、それに加えて今
回の新告示、これをある意味で好機ととらえましてこの周知徹底に努めている

ということであります。 
 具体的にこういう形でやっておりますというようなことで、資料中①から⑤

までまとめた形になっておりますが、まず新告示と運用基準が出たときにはす

ぐに会員企業に送付をして、先ほど御説明いたしましたとおり担当課長に取引

推進委員会へおいでいただいて新告示の内容を説明していただき、それから、

東京、大阪で説明会を開催し、今年の 10月の臨時総会時に公正取引委員会の取
引部長以下、担当課長においでいただいて再度説明をしていただいております。

加えて、お手元にお配りしたＱ＆Ａを早速つくって会員企業に配っているとい

うことであります。 
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 それから、不幸にしてというか、いろいろ至らなかったことが積み重なって

16年、17年のあの勧告を受けたわけでありますけれども、そうした勧告を受け
た企業というのは現実にどういう対応をしているかということを資料中２にま

とめてございます。この２社とも公正取引推進の担当部署を設けて複数名の人

員を配置して、そこは社内教育を含めて公正取引の推進の組織的な中核になっ

ております。それから、全納入業者と書面契約を再締結する。また、社外の第

三者に納入業者からのクレームを受けるシステムを作る、要するに、社内では

なく社外に設置して、そういうクレームを受けやすいような形にするという対

応をしています。 
 更に、こうした勧告を受けたということもありまして非常に慎重になってお

りまして、担当者がどうやったらいいかわからないという限界事例みたいなも

のについて判断に迷うときには必ず公正取引委員会に照会しながら進めている。

公正取引委員会もそういう相談を受けること自体について非常に歓迎をしてい

るようでございまして、そういった相談をベースに、更に公正取引委員会とし

てのＱ＆Ａを充実させていきたいということです。ある意味でそうしたものの

積み重ねができて、それがしっかりとオープンにされることによって企業側に

とって今後の行動についての予見可能性というか、こうしたことはやっていい

けれども、こうしたことはだめなんだということが割合明確にわかっていくと

いうようなプロセスになっていくのではないかと考えております。 
 以上が実態でございますけれども、こうした優越的地位の濫用を中心に不公

正な取引方法について勧告とか、それ以上の例えば課徴金の対象にするとか、

いろいろな議論があろうかと思いますけれども、まさに新告示が施行されて、

法律の世界でいう判例がまだまだ出て充実していない。従来、一般指定として

の判例というものはあるわけでありますけれども、そうしたものの判例の充実

の中で、企業がどういった行動をしていいのかということがわかるようになっ

ていくという姿がこれから期待できるのではないかと思います。我々もそうし

たことに対する公正取引委員会との関係とか、会員企業との関係とか、そうい

ったことに留意をしてまいりたいと思っております。 
 以上、簡単でございますが、実情の説明と若干の意見を述べさせていただき

ました。ありがとうございました。 
○塩野座長 どうもありがとうございました。それでは、今のチェーンストア

協会からのことについて御質問あるいは御意見がございましたらよろしくお願
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いいたします。どなたからでも結構でございます。 
○日野委員 まだこのＱ＆Ａをきちんと拝見したわけではありませんので御質

問するのはどうかと思うのですが、ＧＭＳの中にはリベートを要求して取って、

中にはそれが原因で破綻に至ったところがあるというようなことをよく聞いて

おりますが、これにはそれは載っているのでしょうか。 
○鈴木専務理事 今度の特殊指定で協賛金についてもいろいろ明確化する方向

で示されておりますけれども、そのリベートというのはいいものと悪いものが

あるという言い方はちょっと変ですが、やはり納入者側にとってはこれを販促

として売っていきたいということはありまして、そうしたものを小売り側に協

力するというような形での協力というのはあろうかと思います。 
 ただ、そうした取決めなしに後になって法外なものを要求するようなことは、

「そうしたものはいかんのだ」というようなことになっておりますし、そうし

たことについてはこのＱ＆Ａにもまとめてあります。 
 そうした流れの中で対応していくということでありますが、御指摘のような

リベートの件について、我々は正直申し上げまして納入業者側からの苦情のよ

うなものについては全く協会の方には知らされていない。言いにくいというよ

うなこともあるのでしょう。それから、逆に申しますと会員企業についてもど

んなことをやっているかということは協会も組織的に調べたことはありません

し、言ってこないということもあって、新告示プラス・Ｑ＆Ａの中でしっかり

対応してくださいということではないかと思っています。 
○金子座長代理 建設業者の事業者団体からも意見は聞いているのですけれど

も、独占禁止法の遵守に関して講習会をしているとか、勉強会をしているとか、

社員教育を徹底しているとかという話はいつも出てきている問題なのです。に

もかかわらず、なかなか遵守が徹底しない。それで、お話の中で 16 年、17 年
に勧告がなされたということで取り組みの強化をしたとおっしゃっているわけ

ですが、基本的にどこに問題があると考えて、今回の取り組みで従来と違った

取り組み、原因を究明してそこに焦点を当てた取り組みをするという特徴があ

ればお話いただければと思います。 
○鈴木専務理事 団体という意味では同じなのかもしれないですし、業種の違

いみたいなものについて余り言っても仕方がないと思いますが、基本的にはこ

うした法律及び告示も含めてやっていけないこと、やっていいことをしっかり

周知させていくということしかないのではないかと思います。 
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 それから、そういう努力をしてきたけれども、この 16 年、17 年の勧告を受
けたということで、協会自身としてもある部分でショックを受けてはいるわけ

であります。他方、ある意味でそうした勧告を受けたことによって少なくとも

２つの企業は、前のやり方はまずかったんだ、しっかり反省をしてしっかり体

制を整えて公正取引委員会と相談しながら、更に言えば公正取引委員会と相談

することがＱ＆Ａという形、公正取引委員会のＱ＆Ａという形で判例法の世界

として積み増されていくということで、それはそれでもう一つの違う次元の世

界が拓けてきているのではないかと思っています。 
 それからもう一つは、この２つの勧告を受けたところはいろいろ会員企業か

ら相談を受けているというようなことで、協会が行っていることに加えてそう

した勧告を受けた企業がそれぞれいろいろなことで迷っている会員企業にこう

したらいい、ああしたらいいというような形で、ある部分、水面下ではありま

すけれども、システム化されてきているというようなことで、一度やられたこ

とは再犯というとおかしいですけれども、再度繰り返すという形にはなってい

かないし、またそういう水面下のシステム化によって抑制的に働くということ

になっているのではないかと思います。 
○金子座長代理 １つ私が考えるのは企業のトップの意識、認識の問題です。

社員教育だけではなくて、トップが認識を変えていかないといけない。最近、

私の知っている事例で営業利益が財務諸表上マイナス、要するに低価格販売を

しているから営業利益がマイナスになるわけです。営業利益マイナスですが利

益は計上しているのです。どこで利益を計上しているかというと、営業外利益

で損失補填、要するにマイナスになったことを仕入れ先に補填させるという形

で利益を計上する。こういうような営業の仕方に問題があるわけです。 
 そういう点で、経営者の認識を変える必要があるのではないか。その辺りの

取り組み、トップが独占禁止法遵守について先頭に立ってマニュアルの作成か

ら講習会の開催までやっていかないと、なかなか独占禁止法の遵守は定着しな

いと思うのですが、そういった取り組みはしているのですか。 
○鈴木専務理事 そこも非常に貴重な御指摘だと思っています。そうしたこと

を込めて、リーダーというか、トップが出てくる総会、臨時総会のときに公正

取引委員会から取引部長と担当課長に来てもらって、１時間以上かけて話をし

ていただくということはやっているんですけれども、その後ですね。そのリー

ダーが帰って社内でどうするのかというところの対応はもう少し協会としてこ
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うしましょうというようなことにしていかなければいけないと思います。 
 リーダーはちゃんと遵守しなきゃいけないと言っているつもりなんですけれ

ども、中間管理職だとか、過去からやっていていいと思っていたということで

現場でこういうことが行われてしまっているというようなこともあるものです

から、リーダーから中間管理職、現場というところにつながっていくプロセス

がしっかりできていけばいいと思います。ただ、そこに協会が余り入り過ぎる

と協会は何だというような話も若干あるものですから、これは権限を持った協

会ではありませんので、逆に言うと隔靴掻痒の感じのところは正直言ってある

ということでございます。 
○増井委員 協会として、今お話のように、なかなか全容が把握し切れない面

はあろうかと思うのですが、不公正な取引方法、とりわけ優越的地位の濫用は、

最も問題があると思われるようですね。 
 その場合、どのような類型のものが最も問題なのでしょうか。例えば頻度が

非常に多い、度々行われている、あるいは企業を倒産に追い込むような深刻な

問題を起こすのは、どのような類型のものでしょうか。今までお話をされた例

のように低価格納入、リベートの類型のものが多いのか、あるいは、従業員の

派遣という例が多いのか。また、昔は多かったけれども、今は減ってこちらの

方が多いんだということもあるのかもしれませんけれども、そういった具体的

な類型としてどんなものがあるのか。そこを把握しておられる限度でお話いた

だけたらと思います。 
○鈴木専務理事 大変申し訳ないのですが、そこら辺の類型とか、頻度とか、

限度とか、把握できていないのが正直なところでございます。 
 これは公正取引委員会からのいろいろなレクチャーを何度も何度も受けるわ

けです。それで、我々が今一番気を付けなければいけないと思っていて、それ

が比較的徹底されつつあると思うのは、納入業者からの従業員派遣です。これ

は納入業者の方々も自分たちの商品を販促したい、という意味もあって、自分

たちの棚のところを販売促進のために人を派遣するということはよくあること

でありますし、現在の新告示でもそうしたことは許されているわけです。原則

は禁止なんですけれども。 
 ただ、そういったことを奇貨としてというか、それをどんどん拡張解釈する

ような形で、例えばそういった人たちを駐車場の整理に使うとか、全く関係の

ないことをしてもらうとかというようなことは、もちろん不当な利益というこ
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ともありますけれども、人様の労働力を自分たちのために使うというようなこ

とで問題が起きるのではないかと思っています。ただ、そういうことが徹底さ

れてきているプロセスの中で、今度は人を集めなければいけないんだけれども、

少し景気がよくなってきているのでなかなか人が集まってこないというような

逆の事象も生じているというようなこともあります。 
 それから、倒産に追い込むようなリベートという御指摘があったというよう

なことについては、協会の中でも問題意識を持って対応したいと思いますが、

これもある意味で販促ということに結び付いているわけで、そうしたものをど

んどん拡張解釈していくことは、当然新告示の中でも問題だということになっ

ています。そういう御指摘を受けたこととの関係で、協会の中で問題を絞って

対応したいと思っています。 
○塩野座長 私から１つですが、告示の運用を見守りたいということでござい

ますけれども、それはそれとして、この告示の制定に際して協会あるいは会員

はどんな形で参画されたことがございますか。 
○鈴木専務理事 告示の制定そのものについてはプロセスの中には入っており

ませんが、公正取引委員会が公聴会を開かれました。そのときに私どもの方か

ら行って、新告示そのものについては賛成である旨申し上げました。ただ、こ

れは先ほどから判例と申し上げていますけれども、Ｑ＆Ａをしっかり示してほ

しい。なるべく早くつくって早く示してほしいということを公正取引委員会に

はその公聴会の場ではお願いしてございます。 
 平成 16年度には、我々の方としては非常に困ったというようなことも若干あ
りました。それは消費税の絡みの件でして、従来は税抜き価格表示だったわけ

ですが、平成 16年４月１日から税込み価格表示になるということで、税込み価
格の設定をどうするかという話です。その設定いかんによっては納入業者との

関係は非常に微妙な問題になってきますものですから、その際に公正取引委員

会は税込み価格表示体系にいく中でこの優越的地位の濫用の問題に関してガイ

ドラインというか、Ｑ＆Ａを示していただいたんですけれども、時期が少し遅

かったということと、それから割合抽象的な表現にとどまったことですから、

我々は税込み価格表示への移行でいろいろな意味で大変なときになかなか対応

の方向が決められないという経験もあったものですから、今回はなるべく早く

Ｑ＆Ａを示して欲しいということを公正取引委員会にお願いしました。 
 今回は非常に素早くやっていただいておりますし、勧告を受けた企業が慎重
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になって、こういうことはどうですか、ああいうことはどうですかと聞いて、

これはいいです、これは悪いですということがどんどん積み重なっていけば、

これは割合具体的なＱ＆Ａになっていくのではないかと思っています。 
○塩野座長 増井委員の御質問とも関係しますが、協会としてもう少し情報収

集に取り組むということがあるのかどうか。つまり、別の全く違った団体では

クレームは全部そこで一括で引き受けて、そこで一種の判断をするということ

までいっているところもあるんですけれども、お宅の協会の場合にはその辺に

ついて今後の取り組みはいかがですか。 
○鈴木専務理事 実はいろいろ要望の形では出てくるんです。例えば、納入業

者の団体から従業員派遣で困っているとかというような要望もあります。この

要望についてはわかりました、会員によく伝えますが、ただ、現実にこういう

要望が出てきている背景はどういうことなんでしょうかとお尋ねしています。

実際にいろいろな御意見があるんだろうから、その意見を持っている企業名を

言えとは言わないけれど、どういうことが実際に行われているかということを

具体的に示してほしいというようなお願いも我々の方からはするんですけれど

も、まだまだ慎重になられていてストレートにはお話いただけないというのが

実情です。ただ、そういうものがある程度のものでも示された場合は、会員企

業の人たちに、こういう要望があった、その背景にはこういうことがあるよと

いうことも合わせてすぐ伝えるような形にはしております。 
○神田委員 情報収集ができて、はじめて協会の役割が果たせるのではないか

というふうに私も思いました。 
 それと、今日の資料をいただいた最後のところに、会員企業が新告示を遵守

しようとする意識が高まっているというふうな表現がございますし、お話もあ

りました。それで、今のやり取りの中で全体の実施状況だとか、いろいろな問

題については把握できないというお話が一方でございまして、この意識が高ま

っているというのはどういう点からそういうふうにお感じになられるのかとい

うことを少しお聞きしたいのが１つです。 
 それから、勧告については重要だというお話、非常にショックだというお話

もございましたけれども、もう一つ、警告ということがございました。その警

告についてはどんな受け止めを企業の方はなさるのか。警告も私は重要なこと

ではないかと思うんですけれども、その警告と勧告は重みが違うということは

わかりますが、受け止め方がどう違うのかとか、対応の仕方に違いがあるのか
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というようなところをお聞きしたいと思います。 
○鈴木専務理事 これは先ほどから御説明しておりますが、16年の勧告、17年
の勧告、新告示と、この３つの中で新しいものを遵守していこうという意識が

高まっているということであります。その意識が高まっているということは先

ほどからもお話していますように、会員企業が勧告を受けて、いろいろな相談

をするような形で対応しているとか、そうしたことは今までなかったことでは

ないかということをとらえて慎重になっているということをこうした表現で表

したということであります。 
 それから、会員企業以外ではいろいろあるのかもしれませんが、チェーンス

トア協会として御説明をさせていただければ、独占禁止法の関係で優越的地位

の濫用というようなことで警告を受けたことはないんです。お酒の不当廉売で

受けたことはあります。これは平成 13年から３回くらい不当廉売の警告を受け
たということであります。会員企業が優越的地位の濫用ということで公正取引

委員会から何かの措置を受けたというのはこの２年間の勧告が初めてでありま

す。そうした意味でも警告、勧告にとどまらず、我々は警告とか勧告とか分け

て考えているということではありませんで、たまたま優越的地位の濫用で受け

たのがその２回の勧告だった。しかも、２年間立て続けにということで、そう

いう意味でショックであったということであります。 
○佐野委員 資料中２．の（３）に「社内の第３者に納入業者からのクレーム

を受ける部署を設置」とあります。お話によるとクレームの背景は協会として

よくわからないということなのですが、これは各社で実施しているのか、だれ

が第三者的役割をしているのか、簡単に御説明いただけますか。 
○鈴木専務理事 これは勧告を受けた２社のうちの１社です。それで、こうし

た勧告を受けたことによっていろいろな工夫というか、組織的に対応しなけれ

ばいけないということで、第三者にクレームを受ける窓口を設置したという項

目をヒアリングをして聞いていますが、ヒアリングをしていないので、それが

弁護士事務所なのか、あるいはほかの組織なのか、この場では不確かなことを

お答えするのも申し訳ございませんので、改めて調べて御報告します。 
○塩野座長 時間がまいりました。多少、委員の側では協会に重きを置き過ぎ

ているのかもしれませんね。あるいは、期待を込めてです。そういう雰囲気で、

今後それがどうなるかというのは、これまたそれぞれお考えなんでしょうけれ

ども、そんな期待をかけてももともとそういう業界ではないんだから無理だよ
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という御返事をいただいても結構ですし、また改めてお伺いすることになるか

と思います。 
○鈴木専務理事 期待をかけていただくことは非常にありがたいことでござい

ますし、そうした期待が協会にあるんだぞということを更に会員企業にも伝え

た上で徹底を図っていきたいと思っております。 
○塩野座長 どうもありがとうございました。それでは、続きまして伊従弁護

士からお話を伺います。どうぞ、伊従さんお願いいたします。 
○伊従弁護士 伊従でございます。お手元に資料が４種類ばかり出しておりま

す。資料２と書いてありますのが今日の説明資料でございます。それから、別

紙が幾つかあります。別紙１が関係外国手続概要ということで、手続の問題を

国際的に比較する必要があると思います。ただ、ここで比較の対象にしました

のは主として米国と欧州連合です。というのは、今回の改正で参考にしている

のが米国と欧州連合ですので、ここでもそれについて関係部分の概要を整理し

ております。 
 その次が、関係法令の資料でございます。４つありまして、まずは日本の公

正取引委員会に一番似ているといいますか、モデルにしました米国連邦取引委

員会の法律です。それから米国連邦規制規則 16編、これは米国の連邦取引委員
会の手続規則でございます。それから、欧州連合の競争法執行関係の理事会規

則、これは 2003 年の１月に改定された理事会規則１号です。４番目が、2003
年１月理事会規則１号に基づきまして欧州委が出しております 2004 年規則第
773号です。これらはすべて原文でございます。概説の方で条文などを引用した
りしておりますので、その場合にもし必要があれば御参考にということでござ

います。 
 それから、最後の資料が関係の参考文献で、２件は私の論文でございます。

もう一つは入札談合の問題についてのもので、最近アメリカの入札制度につい

ての紹介文献がありましたので、それを配付しております。 
 それでは、資料２の資料に従いましてお話をいたしたいと思います。初めに、

改正問題についての私の考えでございますが、価格カルテルのように非常に密

かに行われて利益が多く、かつ、違反が行われても規制官庁の補足率が非常に

低い事件については、これは捕まえた場合に大幅な課徴金や制裁を加えないと

抑止できない。今回、そういう意味で課徴金を引き上げたこと自体については

私は賛成でございます。 
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 それから、やはり価格カルテルのような談合が密かに行われるし、お互いに

団結する違反行為に対しては、いわゆるリニエンシーを導入し、その中の１人

が最初に情報を提供した場合に免訴にする。課徴金を免ずるという制度は非常

に米国でもＥＵでも、それからほかの国でも使われておりますが、これは巧妙

で、それをやりますとカルテル自体が怖くてできなくなるわけです。ですから、

この制度を入れること自体で非常に抑止力となる。これについても賛成でござ

います。 
 ところが、この改正につきましていろいろなところで手続上、問題があると

いうので、この幾つかの点について私はこれからお話をしたいと思います。 
 第１は、事前聴聞制度の廃止の問題です。日本も事前審判制度を置いていた

のですが、これを廃止しました。独占禁止法というのは非常にいろいろ細かい

規定もありますけれども、どこの国でも法３条といいますか、規制しているこ

とは大体３つで、競争制限協定をしてはいけない、独占をしてはいけない、公

正な競争を阻害してはいけない、というこの３つの規定があり、いずれも非常

に抽象的な規定となっています。なぜ抽象的かといいますと、独占禁止法では

市場経済の基本法という形で適用分野が非常に広い。商工業だけではなくて金

融業、運輸業、一般のサービス業など、ほぼ全産業に対して規制している。し

かも、規制対象の行為は、競争者間あるいは取引業者との間でも極めてデリケ

ートな問題となるから、非常に不明確な問題が多いわけです。 
 また、違反行為に対する配慮措置、制裁というものが非常に高額になるので、

措置としても単に違反行為をやめろということだけではなくて、営業の一部譲

渡、企業分割、団体の解散という構造的な規制措置をとることになります。価

格カルテルなどに対する課徴金は今回、引き上げましたけれども、恐らく一企

業に対して数十億、数百億になる。 
 そこで、この数値をとる場合には事前に問題点を指摘して、被疑事実を告知

して、それで相手方に十分防御の機会を与えて処分する。これが基本原則でご

ざいます。今から言いますと 100 年以上前でございますが、アメリカで 1890
年にシャーマン法ができたときに司法省が競争制限的協定、独占を取り締まる

場合にも司法省が処分するのではなく、司法省はその処分についての措置を裁

判所に請求して、ちょうど刑事事件と同じように、裁判の結果、判決でもって

措置を命じ、罰金を課するという形になっています。それから、シャーマン法

を補完するために 1914年に連邦取引委員会法ができたときも、連邦取引委員会
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は自分で処分するけれども、その場合には被疑事実をまず相手方に告知して、

相手方は弁護士を付けて争えるようにしました。それから、自分で調査した資

料は全部開示する。それで、十分審議した後で処分するという形です。 
 日本では 1947年にアメリカの連邦取引委員会法をモデルにしましたから、非
常にしっかりした事前審判手続があったわけです。それを今回なくした理由は、

改正のための平成 15年の報告書によると、課徴金審判が非常に増えたことを挙
げております。今は 160 件くらいなのですが、これは課徴金審判で課徴金につ
いて非常に不可解でわからないから争っているわけですから、排除措置の問題

とは別の問題ですから、これは余り理由にならないと思います。 
 また、国会での答弁を見ますと、一般の行政官庁をやるのと同じように迅速

に処分するために、事前審判制度をやめて排除措置命令という形で公正取引委

員会が処分するという考えが出されております。この迅速性については後でま

たちょっと議論したいと思います。 
 この排除措置命令を出すときに事前手続があるのですが、事前手続というの

は相手方に意見を具申することと証拠を出すことができるという規定です。こ

れは公正取引委員会は、排除措置命令の案を示すだけで他に何も義務がないん

です。この手続は事前聴聞手続とは言えないものと思います。 
 ただ、一般に公正取引委員会の説明では事後審判制度があるといいます。要

するに、審判制度は残し、事後に慎重にやるから、それと合わせて考えればい

いということです。これは私は全然違うと思います。事前に、要するに提示し

て問題、事前聴聞手続の場合には正式の処分をする前に、違反事実の疑いを示

し、疑いの基礎となった証拠を開示し、相手に防御の機会を事前に与えて審議

した後に措置をとります。事前審判手続では、事実の認定と法令の解釈につい

て公正取引委員会の審査官が主張し立証する義務があります。 
事後審判手続ではそれがないわけです。実質的には不服を申し立て、審判を請

求した方が、その審判を請求する理由があることを主張・立証するわけです。

審判ではその違反事実などについて公正取引委員会が説明すると思うのですが、

重要なのは白黒がはっきりしている問題はいいけれども、独占禁止法は「競争

の実質的制限」など非常にグレーの問題が大きいわけです。グレーの問題につ

いてだれが立証責任を持つか。事前審判手続の場合に公正取引委員会がそれに

ついて責任を持って立証する必要がある。事後審判手続になると審判を請求し

た理由があるかどうかを被審人の方が立証しないといけないから、そこのとこ
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ろは大きな差がある。これをもって事前審判手続を省略していいということに

はならない、これは非常に大きな意味での防御権の制限であると思います。 
 1980年頃から行政改革ということがずっと言われてきて、現在でも行政改革
と言われている。行政改革の中身は、行政の簡素化と行政の民主化だと思うの

です。それで、後者の行政の民主化の内容というのは、行政をやるときに行政

の処分の対象者に問題をよく説明し納得出来るようにしなさいということで、

これは内容的には、行政処分をする場合には行政庁の専権的な一方的処分では

なく、事前手続をとるということです。行政処分の事前手続の問題は、憲法 31
条の適法手続の保障の問題だと思うのです。事前聴聞制度の廃止は、この点か

らみて問題があると思います。 
 アメリカでは司法省も連邦取引委員会も事前手続をとりますが、これはアメ

リカの憲法の第５条に適法手続、いわゆるデュープロセス原則の規定があって、

何人も法の適正な過程によらなければ生命、自由または財産を奪われることは

ないという規定があるからです。まず問題点を整理して相手に十分反論できる

チャンスを与えるという事前手続を行う。改正法の内容は、この原則に照らし、

私は問題があるのではないかと思います。 
 この規定は防御権だけの問題ではなくて、適正な行政処分をするために必要

だと思うのです。規制側にとってもプラスがあります。去年の３月にＥＵでマ

イクロソフトのパソコンのＯＳについての極めて大きな事件がありました。ア

プリケーションソフトを抱き合わせたということでもって違反の審決を出した

のですが、その前の１年間はやはり事前聴聞手続を行って、この事前手続が終

わった後に処分しました。マイクロソフト側もコミッション側もこの手続をや

って非常によかったとしています。自分たちは相手の立場がよくわかったとい

うのです。やはりこれをやることによって処分される方も説得できるわけで、

またそこから相互の信頼が出てくるので、そういうことは必要ではないかと思

うのです。 
 今、問題になっている耐震強度偽装の問題ですが、建築士の免許取消しの事

前聴聞をやったところ、建築士の方は、自分がやったのは取引先から要請され

たんだということを主張し、この点も調査することになった。一方的な視点だ

けではなく相手方の視点も聞いて事実を検討する方が適正な行政措置がとれる

と思います。 
 第２点は、緊急停止命令の問題です。いずれにしましても事前手続をやると
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処分までの時間がやや長くなるという問題があります。 
 それで、ＥＵでも、それからアメリカでも事前手続をとる場合には、緊急な

必要があるときには裁判所の命令で緊急停止命令を置いているわけです。緊急

措置については、まずその命令で違反行為を押さえてしまう。日本もアメリカ

法をモデルにしましたからそれは入っているのですが、それがあるから迅速性

ということが事前審判手続制度廃止の理由にはなりません。 
 各国ではやはり事前聴聞制度というものが長引くおそれがあるというので、

規則でもって期間を限っています。アメリカでは先ほどの連邦規制規則（ＣＦ

Ｒ）の 3.51条ですが、ここで審判は原則として１年間としています。ＥＵでも
制限の規定はありませんが、大体１年としています。ですから、これは主宰者

の方、規制官庁が努力をすれば１年間でできるわけで、余り緊急性ということ

は私は理由にならないのではないか。 
 第 3点として略式手続の廃止の問題です。略式手続はアメリカでもＥＵでも、
それから日本でももちろんありました。相手方が措置に同意する場合、必要が

あればこれは同意だけで、事実認定や法律の適用について同意しなくても、措

置に同意するだけで手続を終えるのが略式手続です。アメリカでは同意命令協

定と言っておりますが、日本では勧告手続と言っていて、いわゆる本案審決、

課徴金でない本案についての審決では 90％以上が勧告審決です。ですから、殆
どの事件は勧告手続がとられるわけですが、今度それを廃止してしまいました。

要するに措置命令ですぐ処分するから不必要というのですが、やはり行政とい

うものは相手が同意するのであれば、同意を得てやる方が適当なので、これを

同意に関係なく、一方的に処分するというのはやはり問題ではないか。この一

般に言われています略式手続、勧告手続の廃止というのは、私は行政の便宜性、

迅速性の面から見ると非常に問題があると思います。 
 第 4 点として、行政制裁制度に日本の課徴金制度には最高限度額がないし、
裁量もしていないということです。今度の改正で課徴金というのは不当利得の

剥奪ということから離れてというか、含みながらといいましょうか、制裁的性

格を強化したわけです。およそ上限がない制裁というのはないし、裁量のない

制裁というのもない。各国でもそういう例はないし、日本の制裁として最も典

型的な刑事制裁においても最高限度額があり、そして裁量があるというのが原

則です。 
 日本の課徴金の場合には裁量が全然できないという原則に立って、課徴金の
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算定は売上比率で画一的に実施しているのです。売上比率 10％というと、一般
にどのくらいかわからないんですが、これを計算してみますと、例えば、74 年
に刑事告発した石油カルテルについて、もし今そのカルテルについて課徴金を

かけるとすると、カルテルを３年間やったとしてトップ企業で 1.2兆円、全産業
で 5.4兆円なんです。石油産業がこれを取ったらつぶれます。しかもこれは取ら
なければならないと規定されているわけです。 
 今までの価格カルテルについて世界の事例での最高金額は、欧米で１企業で

500億円、それから１産業、これはビタミン剤カルテルの件ですが、1,000億円
です。それに比べてもはるかに高くなる。やはりこういうものについては最高

額を決めて、その限度内で裁量の中で基準をちゃんと決めてやる必要がある。

裁量の基準を決めることによって抑止力は高められるんだと思います。 
 第 5 の問題点は、コンプライアンスの視点が無視されていることです。裁量
の問題は、このコンプライアンスの問題に関係があります。現在、国家と市場

ということが言われておりますが、戦争の可能性が少なくなったことなどで国

家が弱くなってきているのに対し、市場は経済発展とともにどんどん強くなっ

てきている。国家と市場との関係で市場が優位になっている。そうなると、何

か規制をする場合に国家と市場との関係をよく考えて、市場で活動している企

業、殊に大企業に対して自主的な規制をさせるということが非常に重要なこと

になってきています。 
 例えば、環境問題などについてもかつてはすぐ罰則を強化しろということが

主張された。罰則強化ということも必要だけれども、企業にそれを守らせる。

環境について環境規制を守らせるという努力が必要で、現在大企業はほとんど

環境報告書というものを出して自分で自主規制している。そして、資本市場で

もそれを評価して企業に投資するかどうかを決めている。そういう体制をどん

どん推進する必要がある。 
 アメリカの場合、独占禁止法についても同じ状況にあります。そして、企業

が独占禁止法のコンプライアンスをちゃんと実施しているかどうかということ

が刑罰の裁量のときに関係してきます。もちろん違反行為が行われた限り、コ

ンプライアンスがどんなに厳しく実施されていても、それによって免訴になる

ということはありません。しかし、量刑の裁量では考慮されます。しかも、そ

れは非常に厳密で、幹部がそういうことに対して熱心にやっていなければ、幹

部の個人責任が追及され、共犯として幹部が牢屋にぶち込まれる可能性もあり
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ます。 
 結局、今、独占禁止法の規制というのを整理すると、まずは違反があった場

合に企業に対し、高額の課徴金、制裁金がかかるかもしれないと恐れを抱かせ

て、最高額を決めその下で裁量を行う。また裁量のときにはコンプライアンス

のことを考えて、慎重に法令を守っているかどうかを考慮することが必要です。 
 かつ３番目に、高額な罰金や何かをかける場合、あるいは排除措置をとる場

合には、事前に聴聞するという制度を置いて、相手方も十分納得できるような

形にする。これは防御権の保障の問題でもあるし、しかもそれによって極めて

優れた判例をつくることができる。 
 先ほど、鈴木専務理事から関係の判例がないとありましたが、日本は判例が

少ないのです。アメリカは何万という判例があり、ＥＵもありますが、日本は

数十件です。だから、判例をできるだけ豊富にし規制を具体化していく必要が

あります。判例というのは経済社会の変化に伴って３年、５年でどんどん変わ

るし、判例変更もある。日本では法令遵守と言っても、内容の法令遵守が大陸

法的な六法を見ればわかるというようなことをやっているので、法令遵守をや

っている大企業がいろいろスキャンダルを出しております。法令というのはど

んどん変わるんだという考え方で対応することが必要だと思います。いずれに

しても、私はその３つを組み合わせないと独占禁止法の本当の意味での執行力

というものは出ないのではないかと思います。 
 第 6 の問題は、二重制裁の問題です。これは沿革的に先ほどちょっと触れま
したけれども、独占禁止法は最初は排除措置とか刑罰だけだった。それで、オ

イルショックのときに刑罰がやはり使えないというので課徴金制度が導入され

たけれども、これはもう刑罰は使わないという前提でもってやった。ところが、

90 年になって日米構造問題協議でアメリカから、日本の独占禁止法の制裁が非
常に弱い。課徴金だけではだめだ。課徴金を上げると言ったけれども、上げた

だけではだめであるといわれた。これはアメリカだけではなくてＥＵからも言

われました。日本の市場が非常に閉鎖的なのでそれを打破するために求められ

たのです。 
 それで、90 年に今度は刑罰も一緒に積極的に活用する。両方活用することに
なったのです。そして、その後、課徴金が２％から６％、今度は 10％になった。
刑罰は企業に対して 500 万円だったのが今は５億円に上がっている。それで、
今度は犯則調査権と両建てでどんどんやろうとしております。これはおかしい
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形です。これは理論的に考えたことではなく、なし崩し的にその場の問題があ

って、それに対して対処するかたちで行われてきました。対処してきたことは

いいのですが、今、考えてみるとこれは非常におかしくなっている。 
 いずれにしても、これを何か直さないと非常に問題が多い。法人で見ると、

企業にとってみると違反を１つやった場合、２つの機関から２つの手続で同時

にやられる可能性がある。これは規制としては非常に適正ではないですね。公

正取引委員会の行政的規制の場合は、企業の経済活動を対象とし、経済的情報

を集め、経済経験則や状況証拠を使い、経済を分析して推認する方法を用いな

がら企業の行動を調査する。他方、刑罰の場合、基本的に個人の行動を対象に、

いつ、どこで、だれが、何をしたか、ということが調査されます。だから、調

査方法が全然違う。違うものを企業の方では同時に調査され、それに対応せざ

るを得ない。こういうことになると、非常に企業の方にも負担がかかる。それ

から、二重制裁については、憲法問題もありますが、憲法問題を別にしても、

行政の制度として問題がある。どこの国でも二重制裁制度はとっていないので

す。 
 独占禁止法では個人を原則的に規制していないですから、実際に違反行為を

行った個人に対して刑罰をかけるのには理由があります。 
 しかし、法人に対して高額の課徴金を課した上でさらに刑罰をかける必要性

があるだろうか。悪質・重大な違反事件に対する課徴金は、今回の改正で、数

十億円、数百億円になると考えられるが、これに対して 5 億円以下の罰金をか
ける意味があるのだろうか。 
 アメリカでは法人にも個人にも刑罰ということで現在やっていますが、最近

の改正で個人に対しては３年以下の禁固というものを10年以下の禁固にしまし
た。それで、罰金も 35万ドル以下だったのを 100万ドル以下とした。個人を追
求しようというのがアメリカの傾向です。会社の方に対してはコンプライアン

スを本当にやっているかどうかということで追求して、やっていなければ、違

反の共犯者としての幹部の追求を厳しくする、もし、会社の取締役会が違反を

容認していたら当然全取締役が追及されます。 
 次に、第 7 の問題として、審査手続の問題です。今度の改正では余り知られ
ていませんが、検査妨害罪の罰則が、20万円から１年以下の懲役または 300万
円以下の罰金に格段に強化されています。しかし、審査手続規則は審査権限を

定める手続であるのと同時に、審査権限が適正に行使されることを規定するも
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のです。 
 日本の場合、調べられる方の防御権が弱いのです。審査といいますとまず立

入調査ですが、アメリカの場合は立入調査は原則としてありません。連邦取引

委員会は権限そのものを持っていない。司法省も民事事件については立入調査

の権限は持っていません。刑事事件については一般的には司法省は押収、逮捕、

差押えの権限を持っていますけれども、独占禁止法についてはまず行使するこ

とはないです。刑事事件で何をするかといえば、疑いがある場合には大陪審で

調査します。その場合には報告命令書、提出命令書、出頭命令書で承認を取る

ということで立入調査はしない。また、ＦＴＣの場合には同じです。調査手段

は報告命令、提出命令、それから呼んで供述調書を取るということです。 
 日本の場合には、ほとんどすべての事件についてまず立入調査が行われる。

本来は立入調査というのは資料を見て調書にするだけなのですが、それと同時

にすぐに提出命令を出して、その場で持って行きます。差押え、押収と同じ形

で行われる。コピーを取ることもほとんど不可能です。 
 それで、どういう形になるかというと、審判を請求して主張する場合、全部

資料を押収されていて、被審人が持っている資料は何もないという状況が出て

きます。だから、防御するにも防御できない状態です。欧米諸国では被疑者が

出した資料は全部その時点において被疑者は持っている。資料提出命令に対し

てもコピーの提出で構わない。情報を提供するのにコピーが虚偽だったら、こ

れは罰則になります。 
 アメリカの場合には、供述調書を取るときに弁護士を同伴出来る。日本にお

いて審判で争われるのは、大概供述調書は皆、脅かされ押印したとか、長い時

間、12 時間以上帰されなかったとか、そういう問題が多いのです。アメリカで
はそういうことは起こり得ない。弁護士が付いていて、そういうことがないよ

うにチェックするのです。また、日本の場合には調書を取られても皆、審判廷

でそれを証言によって引っくり返す。それで時間がかかる。それよりは、むし

ろ弁護士を同伴させた方がいい。証言するのは本人で、弁護士は証言できない

のです。弁護士はそばにいて、そういうことでいいかどうか、それから法律に

ついてわからないことを聞かれた場合に法律の知識を与えるということで付い

ている。 
 日本では、アメリカや EU のように会社が調査された時点で調査内容を把握
できない上、事前聴聞手続でも審査官手持資料の開示が認められていません。
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欧米の場合には、いずれにしてもＡ企業は、Ａ企業の職員から出た資料は全部

その時点で手元にある。それで、審判が始まると審査官の方で持っている事件

についてほかの人から留置した資料も全部見ることができる。日本では見られ

ないんです。だから、防御権がそこのところで全然違う。まず審査の段階でち

ゃんと防御権を与えないと、これはできない。 
 ですから、公正取引委員会の審査に対して非常に不満が多いのです。不満が

大きいままで執行力が強化されるということはあり得ない。規制機関に対する

信頼性が出てきて初めて執行力が増すので、こういう形で審査が一方的に行わ

れているということは基本問題の一つだと思います。 
○塩野座長 どうもありがとうございました。多少時間が迫っておりまして、

質問の時間も取っておきたいと思います。そこで、残されている８、９、10 の
ところでございますが、10 は最終的な締めくくりですか、８、９について一言
ずつ本当に１、２分でお願いします。あとは、これは資料ですので、委員会の

資料として皆さんが当然読むべきものとしてお配りしてありますので、ごく簡

単にお願いします。 
○伊従弁護士 第 8 は、不公正な取引方法の制裁規定の問題です。日本の独占
禁止法がアメリカの法制度をモデルにしております。そのアメリカの連邦取引

法５条というのは、不公正な取引方法についての罰則を置いていませんでした。

それは不公正な取引方法は経済社会の変動とともに変わるからということです。

しかし、アメリカでは 70年代から変わってきています。 
 まず不当表示や何かで消費者に被害を与えた場合は、これについて消費者に

補償するという形で、ときとして 10億円を超える金額が支払わせる場合があり
ます。consumer redressといわれています。 
 それから、民規則や審決例で明確な違反行為については、連邦取引委員会法 5
条 m 項で民事制裁金制度が導入され、1 万ドル以下の制裁金が課せられます。
日本でも下請法については、親事業者が下請事業者に損害を与えた場合には公

正取引委員会は金銭を補償させており、最近は正式の勧告でも行っています。 
 下請法も優越的地位の濫用行為の規制法で、不公正な取引方法の規制の一部

ですから、他の不公正な取引方法についても、行為類型が具体化されている場

合には同じように金銭的制裁を課すべきだし、制裁規定を導入すべきだと思い

ます。不正競争防止法も従来は違反に対して罰則はなかったのですが、最近そ

れを導入し、強化しています。 
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不当廉売についてはアメリカの場合には州法で刑罰と３倍額の損害賠償を定

めています。ドイツ・フランスでも不当廉売に制裁規定をおいています。現在

競争は激しく、それに伴なって不正競争も多くなっているので、それを制裁金

によって抑えるということは非常に重要なことです。アメリカを含め欧米のこ

の規制は変わってきています。もし価格カルテルなどについて課徴金などを欧

米並みに上げるというんだったら、こちらの方についてもやるべきではないか

と思います。 
 次に第 9 は、入札制度の問題です。官製談合などについては、官製談合防止
法があって、官が主因であるという場合にそれを防止するために規制していま

す。そうであれば、官の違反に対して罰則をかけないというのは法制の欠陥で

す。むしろ被害者というか、それに関係したというだけで民間だけがその措置

をとられるというのはおかしな話です。違反問題を起したところに罰則、ある

いは排除措置をかけるべきということだと思います。 
 それとは別に、日本の価格カルテルの規制の中で入札談合事件が非常に多く

て８割以上となっています。外国では１割あるかどうかくらいですから、日本

は異例なのです。配付した資料にあります専門家の論文によると、アメリカの

連邦政府の調達では、日本と同じような完全価格競争入札は約４分の１で、あ

とは競争的な交渉方法、日本で言うと見積り合わせが半分くらい占めています。

また、州政府レベルでは入札はやるけれども、最低価格者と契約するのではな

くて、最低価格者から数社を取って、そこのところで交渉して決めるというこ

とです。考えてみますと、市場経済では取引先選択の自由というものがあって、

一般には皆、事業者は売り手と買い手とお互いに選択をし、自分のいいと思っ

た取引先と取引する。要するに、それで市場経済が成立しているわけですが、

日本の場合にはそれが 100％目隠し競争となっている。取引先を決めるのに自分
で決めなくて機械的な競争入札をやる。それで今、問題になっているのは、目

隠しをしているのにちょっと見たとか、そういう形式的なことです。 
 なぜそういうふうになっているのか。そもそも日本で入札制度を入れたのは

公務員の規律の問題からです。賄賂を取ったり、自分のコネ、自分の親戚とか

に仕事をやるといけないからということでこういう形になった。だから、公務

員の規律のためなので、適正な購入を考えるためではないのです。もちろん５

社とか10社について能力や技術からみて甲乙つけがたい場合にくじ引きのよう
に価格競争入札でするというのは合理的です。ですから価格競争入札制度を含
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めて、経済の実情に対応した選択的な調達方法を検討する必要があると思いま

す。公務員の規律は調達方法ごとに、別途考えるのが適切です。 
 民間の入札での談合はほとんどありません。官庁の入札ばかりです。官庁の

方も本当に物資の購入について責任を持ってやっているかどうかはわからない。

決められた規則にだけ従い、目隠しでやる。目隠しで、自分の取引相手を決め

るというのは本来おかしい。入社試験や入学試験も最後はやはり面接をしてち

ゃんと決めたいというのは当然のことなので、そういうことが全面的に禁止さ

れた形になっているのは私はやはりちょっと異常ではないかと思います。その

結果として、価格カルテルのうち 80％以上が入札談合となっているのですが、
この状況は、やはり基本的に問題があるのではないかと思います。 
 それから、最後の問題は国際的なハーモナイゼーションの問題です。現代の

ようなグローバル経済の下では、手続という問題は国際的な整合性を持たない

といけない。グローバル化の時代でこの 10年くらいで欧米で取り上げられてい
る国際カルテルは 30件以上あり、その殆どの事件で日本企業も制裁を受けてい
る。日本でもマイクロソフトやインテルなどは、日本の支社ではなくて外国の

本社が独占禁止法の適用を受けている。こういう場合に手続が違うということ

は非常に摩擦が多く、摩擦が起こってから問題を解決するのではなくて、起こ

る前に整理しておく方がいい。 
 また、日本の独占禁止法というのは東アジアについては非常に強い影響力が

ありますから、商慣習の異なる東アジアで一方的な措置などが取られた場合、

日本の企業はそういうところで非常に混乱が生ずる。だから、今のうちに東ア

ジアを含めて、世界的に共通した整合性のある手続をつくるということは、非

常に急務だと思います。 
 どうも長くなりましてすみませんでした。 
○塩野座長 どうもありがとうございました。それでは、大変時間が押してお

りますが、もし資料の点について質問があれば質問という形ではお受けいたし

ます。 
 増井委員、何かございますか。 
○増井委員 事前聴聞制の関係で、資料とも関係するのですが、２つほど御検

討いただければと思います。 
 １つは、２ページで事前手続の流れでは、命令の名宛人は、意見陳述と証拠

提出の機会を与えられただけで、行政側の事実認定の説明や証拠の開示等の義
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務が一切ないではないかと強調しておらます。しかし、もともとこの課徴金の

納付については行政手続法では弁明の機会を付与する必要がないとしているし、

排除措置命令について行政手続法では、弁明の機会を付与すれば足りることに

なっているわけです。今、手持ち資料の開示がないということで、同法 18条の
ミニマムスタンダードも満たしていないということを非常に問題にしておられ

る。しかし、新しい独占禁止法自体は１８条も含めて不利益処分全体について

適用しないことにしているわけですね。そのような状況の下で、この一部の１

８条の開示というところを取り上げられるとちょっとどうかなという感じもし

ます。私は審判手続について問題がいろいろあると思うのですが、ここに書い

ておられるように意見陳述と証拠提出の機会があれば最低限度のヒアリングの

要請は満たしているという見方もできるのではないか。この２ページの書き方

は正確なのかということが１つです。 
 それからもう一つは、先ほど迅速性の関係で緊急停止命令制度の存在を強調

されたのですが、一方では独占禁止法違反の事件は、経済事犯ですから迅速性

ということのウェートは高い。そればかりでなく、緊急停止命令制度というの

はやはり例外的な制度です。例外的な制度ですから、「緊急の必要性」というよ

うに要件が厳しいわけですから、そういうものを余り重く見た議論を展開して、

全体的な経済的な事犯に対する迅速な対応という要請に十分対応し切れるのだ

ろうかという感じがしております。その辺の資料も併せ、全体を見てお話いた

だければと思います。 
○伊従弁護士 ご指摘ありがとうございました。第１点でございますが、独占

禁止法の場合には行政手続法の適用を従来から外しています。改正前の独占禁

止法では、恐らく日本で一番慎重な事前聴聞制度である事前審判制度をとって

いました。証券取引法への課徴金導入のときにも公正取引委員会と同じように

するという話もあったくらいで、非常に典型的な手続だったのです。ミニマム

スタンダードだった行政手続法を排除してもそれ以上に保護されていたから適

用除外にしても問題がなかった。 
 ところが、今度は簡便な排除措置命令になったわけですから、これは非常に

重要な問題です。増井委員から御指摘があった行政手続法の点について言うと、

改正法は 13条をモデルにしたのかもしれないのですが、行政手続法の基本的な
考え方は、不利益処分をする場合に事前の聴聞をするという 18条の方が本来の
考え方だと思います。今度の場合には 13条をモデルにしたような形ですけれど
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も、本来行政手続法は、行政処分をする場合に事前手続を充実させるというこ

とが眼目だったわけで、改正法はそれに対してはそれに反しているということ

を私は言いたかったわけです。 
○増井委員 ２点目はいかがですか。迅速性との関係で、緊急停止命令制度を

強調されることはいいのかということです。 
○伊従弁護士 迅速性についての問題ですが、例えば不当表示をやっていると

いって、仮に不当表示について調査をして処分しようとすると、調査時点で通

常は不当表示を止めています。カルテルについてなどもそうです。現在、価格

カルテルについて調査に入ると大体それで止めるというので、大体調査時点ま

でしか課徴金をかけていません。調査をした後は止めているということが通常

です。ですから、立入調査されてなお違反行為を継続して行っていて違反行為

を差し止める緊急の必要があるという場合は極めて例外的な場合なんです。 
 ですから、そういう面で言いますと制度としては緊急の必要があるときには

緊急停止命令をかけると言っていますが、緊急停止命令をかける事で十分だと

思います。 
 今度は排除措置命令を出すのだから、それだけで非常に迅速にできるわけで

す。ですから、なぜ緊急停止命令制度をそのまま置いているのかわかりません。

事前聴聞制度の下で緊急停止命令制度は必要だし、それは裁判所の判断による

命令で、適切な制度だと思います。 
○塩野座長 手続法との関係は私もいろいろ議論のあるところですけれども、

今日はこういうことでさせていただきたいと思います。 
 根岸委員、どうぞ。 
○根岸委員 意見ということではなくて感想ということでお聞きいただきたい

と思います。 
 簡単に申し上げますけれども、基本的には欧米を参考にするということは非

常に重要なことだと思います。しかし、欧米を参考にする場合には独占禁止法

だけではなくて、さまざまな経済法制を全体として見る必要があるし、そこで

やはり司法制度と行政手続制度というのはかなり異なりますので、その全体を

評価した上で独占禁止法の位置付けというのはやる必要があるのではないかと

いうのが１点です。 
 次に日本のことですけれども、今もお話がありましたが、一方では迅速処理

の要請というものがあるわけです。そして、それと適正手続というものがもち
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ろんあって、そのバランスだと思います。それで、結局今回の改正で事前と事

後の手続の全体として見て、これが適正手続の保障の観点から見てどうかとい

う判断をする必要があると思うんです。 
 その際、先生はおっしゃっていなかったかもしれませんけれども、指摘のあ

った問題点について、例えば規則で事前の手続のところでもう少し相手方に説

明をしてやろうという規則をつくっていますね。それから、コピーについても

規則をつくっているということです。したがって、法と規則の全体を眺めてみ

て、適正手続という要請との観点で検討する必要があるのではないかというの

が２点目です。 
 それから３点目ですけれども、確かに審判を請求するのは被審人というか、

企業の方なんですけれども、企業の方はいわば何が争点かという責任は負って

いると思います。しかし、その争点になった問題について、例えば違反行為が

あったかどうかというようなことについてはあくまでも公正取引委員会が立証

責任を負っているわけです。したがって、今回変わったからと言ってその立証

責任が引っくり返ったということはないと思います。これが３点目であります。 
 それから、ＥＣの場合はＥＣとアメリカのＦＴＣとは違うので、ＥＣはいわ

ゆる聴聞であっていわゆる行政審判というのと違いますので、その点は区別す

る必要があるのではないかと思いました。 
 これ以上言いますと時間が足りなくなりますので、一方的に申し上げて申し

訳ありません。 
○塩野座長 コメントとしていただきたいと思います。それでは、ほかにもい

ろいろあるかと思いますけれども、以上で伊従弁護士からのヒアリングを終え

たいと思います。どうもありがとうございました。また何でもお寄せいただけ

れば、資料としてはお配りします。 
○塩野座長 それでは、岸井さん大変お待たせいたしました。どうぞ。 
○岸井教授 それでは、私の資料は「２年後の見直しに向けた課題」というレ

ジュメで、詳しい部分と簡単な部分がありますが、簡単な部分については必要

に応じて口頭で補足をさせていただきます。 
 それから、資料としては１つは今年の 10月に経済法学会で独占禁止法改正に
ついてのシンポジウムがなされまして、私が課徴金制度の強化について報告を

させていただきましたので、その論文と、それから説明の際に議論も出るかと

思うので補足しておいた方がいいだろうということで、参考資料の追加を付け
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ております。 
 それでは、時間も迫っておりますのでお話をさせていただきます。ヒアリン

グのお話をいただきまして大変光栄なのでありますが、どういうふうにお話を

しようかと考えたんですけれども、私は独占禁止法の研究を 20年以上続けてま
いったものであります。今回の独占禁止法の改正についてもいろいろ公正取引

委員会の研究会の方では関わらせていただいたものであります。そういう立場

から今回の改正、それから恐らく基本問題懇談会自体が２年後の見直しという

ことですので、２年後の見直しに向けてどういうことを考えられるのか。そも

そも論をやり出しますと10年後あるいは場合によっては100年後の話になる可
能性も出てくるので、２年後の見直しということに焦点を絞ってお話をしたい

と思います。 
 最初にレジュメのところの「平成17年改正の内容と特徴」ということですが、
これは学会誌の論文に書きました点のエッセンスの要約でありますので、基本

的にはそちらを参照していただくということで省かせていただきたいのですが、

１点だけ、課徴金制度の趣旨・目的について、今回の改正で変わったのか、変

わらないのかというようなことが学会のシンポジウムでも議論になりました。

私は基本的には従来、「不当利得の剥奪」ということが下級審の判例などで目的

として直接言及されておりますが、今回の改正は不当利得を剥奪するという目

的は取らないという立場でなされたと理解しております。 
 参考資料ということで掲げておきましたが、皆さん御存じかと思いますけれ

ども、この改正の成立した後に出た最高裁判決ですね。機械保険連盟の課徴金

最高裁判決で、これは旧法下の制度についての判示でありますが、基本的に改

正法を部分的に先取りするような、実は成立したのが先ですから判決の方が影

響を受けたのかもしれませんが、基本的に不当利得の剥奪という目的に言及し

ないような形で制度の趣旨を理解しております。 
 それから、これに書いていませんで、当然のことなので落としてしまったの

ですが、リニエンシー制度ですね。これについては私の論文の 37ページをごら
んになっていただきますと、ここでは簡単に書いてあるだけなんですけれども、

リニエンシー制度の機能として私は２つを考えております。１つは違反行為の

発見機能です。これは要するに全然わからないゼロのところから事件が申告に

よって明るみに出る。それからもう一つは、事件処理の効率化ということです。

これは当初の立法の際にもそういう視点が出ておりますが、例えば事件の調査
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をして一回検査に入る。そうすると、そこではある部分の違反行為について検

査をしたんだけれども、ほかの部分も出てくるという可能性があるわけです。

そういうときに検査に入った後、これはいわゆる検査開始後のリニエンシーで

すけれども、こういうものを安易に認めてはまずいと思うんですが、これも非

常に効果的ですので、リニエンシーというのは両方を含めてその効果を判断す

べきだと考えております。 
 それから、次の（２）の「平成 17年改正の評価と今後の課題」ということで、
先ほど申しましたように２年後の見直しということを見据えてどういう課題が

あるのかということを考えてみました。最初の文章は 17年改正の私の基本的な
評価ですけれども、そこのレジュメの下から２行目ですね。「課徴金制度の実体

面では、違反行為の抑止効果という点で、基本的に必要最低限の水準を確保し

たものと評価できる」。それから、手続面の改正も「規制の実効性の向上を目的

としたものであり、今後、運用面の充実は必要であるが、改めて制度を変更な

いし修正する必要性は認められない」。これは今の私の２年後を見据えた基本的

なスタンスであります。 
 ただし、実体面ではそこに「国際的に見て」と書きましたけれども、不十分

な点は当然あるわけでして、やるべきことは多々残っております。手続面でも、

運用面では先ほど根岸先生が規則の話をされておられましたが、こういう点も

含めて検討の余地は残されていると考えております。 
 当面、可能なものというので必要最低限のこととして、実体面については対

象範囲の拡大ということで１つは排除行為、これは今回の改正案でも当初は検

討されていたものです。 
 それから、２番目は再販売価格維持行為ですね。これは研究会にいるときか

らそういうことは言っていたのですけれども、是非対象にすべきであろうと思

います。 
 それから、算定区分の引上げということで、いわゆるハードコアカルテルの

原則の算定率ですね。10％ということですが、加算制度なども基本的には 12％
を前提にして考えておりましたので、政治的にはこれはいわば値引きされてし

まったわけですけれども、これは当初の考え方でやれるのではないか。 
 それから、違反効果の期間の長さによる加算制度です。後でもし議論があり

ましたらこれはお話いたしますが、通常のカルテルは５年以上のものが多いわ

けで、そもそも３年で区切っているということは、不当利得という視点で考え
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ても、経済的利得という視点で考えても、実質的には半分くらいしか取れてい

ないのではないかというふうに私は個人的には思っておりまして、期間の長さ

による加算というのは是非必要であろうと思います。手続面については後でお

話をいたします。 
 次に（３）ということで、この検討会でも課徴金制度の裁量的な制度を導入

するかどうかということについていろいろ議論がされていると聞いております。

これはどれぐらいのスパンでどれくらい制度をいじるかということでいろいろ

な選択肢が出てまいりますので一律にはもちろん言えないわけでありますけれ

ども、皆様がこれから検討される基本的な視点ということでそこに掲げておき

ました。 
 １つは違反行為の重大性と悪質性ということで、特に刑事罰との関連でこう

いう議論がされておりまして、重大性・悪質性を考慮するためには裁量性を導

入する必要があるという議論。それから、事案に応じたフレキシブルな対応を

するためには裁量性を導入する。この２つかと思いまして、これはそこの記述

に基本的に譲らせていただきますが、私は不当利得の剥奪という目的が外れま

したので重大性まではいいと思うんですけれども、悪質性というものを考慮し

始めると、これがかなり大きな転換でありまして、そもそもそこまでできるの

か、あるいは可能なのかということで、私はここら辺は難しいのではないかと

思っております。 
 それはレジュメの３枚目のところに、悪質性は基本的に考慮しない。これは

今回の改正もそういう立場だったので、それを私なりに解釈したことですけれ

ども、ちょっとそれを読ませていただきます。 
 「（１）行政措置としての課徴金と刑事罰との区別および役割分担 
 悪質性は行為者の態度や主観的意思を問題にするものであるから、行為に対

する倫理的非難の色彩を帯びる可能性があり、行政措置としての課徴金と刑事

罰の区別が曖昧となるおそれがある。また、重大性に加えて悪質性がある場合

には、課徴金に加えて刑事罰を科すことで、執行手段全体として総合的な抑止

効果を発揮させることが可能である」。このようなことが１つあるのではないか。 
 それからもう一つは「運用の機動性・迅速性の必要性」ということで、「悪質

性を考慮する場合には、カルテルなどの違反行為の形成・運用の具体的な意思

決定プロセスに立ち入った、詳細な事実認定が必要となることが多い」。これは、

その上の悪質性として考慮されている要素を１から７まで掲げておきましたけ
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れども、例えば繰り返しはまだいいのですが、主導的地位があるかとか、経営

のトップが関与したかどうか、さっき出たコンプライアンスですね。それから

報復措置があるとか、さまざまな形でこれが実際にカルテルを形成されるプロ

セスで個人がどういうふうに動いたかということまで含めて考えていかなけれ

ばいけないのではないか。 
 しかも、これは１つだけ考慮して、例えばコンプライアンスだけ考慮して、

では別の要素は考慮しないのかというと、悪質性として考慮したらやはり全部

トータルに考慮しないと公平ではないというか、バランスが取れないのではな

いかと思うので、結局これは全部の要因について、いわゆる犯状とか、情状と

か、故意・過失と言われているものについて公正取引委員会が結局詳しく審査

し、認定をする必要が出てきます。そうすると、裁量だといっても根拠なく裁

量権を行使することはできないわけですから、これは公正取引委員会の立証能

力とか調査能力の人員なども含めたそういうキャパシティの問題はありますの

で絶対的なものではもちろんありませんが、現在の時点でこれは大丈夫かと思

っているわけであります。 
 それから、裁量制のもう一つの要素である、私は可変性と言いましたけれど

も、現在も実は広い意味での裁量はない制度にはなっておりませんで、一律の

基準に加算減額ですね。繰り返しによる加算とか、それから早期中止による減

額とか、可変的な基準を設けているわけで、いわゆる可変的な基準と一律の基

準という区別をしますと、そこに書いてありますように組合せはいろいろあり

得ると思っております。いわゆるフレキシビリティを導入するのには、私はそ

こに狭義の裁量的算定としましたが、ＥＵ型のルールというか、制度をいきな

り導入する必要は必ずしもないので、可変的なビジョンを組み合わせていくこ

とでこれを拡大するということもやれる部分はかなりあるのでないかと考えて

おります。 
 こういうことですので、この節の最後に資料中③のまとめというところに書

いてあります。これが私の基本的に２年後の見直しを展望した基本的な考え方

ですけれども、実体面での強化については重大性に加えた悪質性を広く考慮す

る狭義の裁量型課徴金、ＥＵ方式というアプローチのほかに、違反行為の重大

性も考慮した可変的だが定型的な算定規準を算定するというアプローチもある

ということで、悪質性を考慮するとどうしても狭義の裁量的算定を導入する必

要が大きくなっていきますので、現在の点から考えると後者でも課徴金の裁量
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を前提にして念頭に置かれている内容のかなりの部分は考慮することが可能で

あって、これと今回の改正で犯則調査権限が導入された刑事罰と組み合わせれ

ば、ＥＵ型と基本的には同等の抑止効果を発揮させることができる。そういう

方向で評価することが可能ではないかと考えております。 
 ただ、その場合、これはむしろ皆様さまざまな専門の方がおられますので検

討を具体的にしていただきたいんですけれども、ハイブリッド型ということも

考えられまして、裁量的要素を一部導入するというようなこともやり方として

は私は可能だと思っています。例えば、課題として掲げた違反行為の期間の長

さによる加算制度というものがございますけれども、これは計算期間を３年か

ら４年に延ばす。それで、計算書類の保存期間は４年しかないんですね。だか

ら、４年以上は今までどおりのやり方では難しい。 
 けれども、例えばこれは 10 年までに上限で 10％という基準を設けて、その
範囲で結局公正取引委員会が過去どれぐらい違反行為をやったかというのはこ

れは調査をしてわかっているわけですから、その範囲で裁量を認める。こうい

う形での加算制度は、私は十分に現在の制度でも可能ではないか。だから、部

分的な裁量というのは私は今、言ったような形でやってもいいのではないか。

その意味でハイブリッドというふうに書きました。具体的なイメージはいろい

ろ考えられますが、まだそこまで議論が進んでいないと思いますので、基本的

な考え方ということでお話を申し上げた次第であります。 
 その次に、レジュメでは少し短いんですけれども、補足しながらお話をさせ

ていただきたいと思いますが、審判手続の問題であります。これについては、

先ほど伊従先生がいろいろな議論をなさっているので、この会でも意見が違う

方もいらっしゃるようですけれども、基本的なところで私の考え方をお話しし

ます。まず結論から申しますと、先ほど言ったようにこれは運用で片付く問題

だと、いろいろ問題はありますけれども、規則の制定、改定なども場合によっ

ては考えられますが、運用によって片付く問題だと考えております。 
 まず、通常の行政処分は現在の日本の制度の前提では執行不停止でありまし

て、その上で行政手続法の弁明の機会の付与というものを導入しておりますか

ら、私はその意味では行政処分としての現在の制度でミニマムを満たしている

と思います。 
 その上で、審判手続というものをそこに事後にかませているわけです。そこ

で事前にせよ、事後にせよ同じだという議論は基本的に正しいと思っているん
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ですけれども、ただ、審判手続をかませているということで、そこで命令の名

あて人が争う権利を保障する。それから、審判手続というのは処分を慎重にす

るという考え方であるわけですから、この２つの視点を入れて手続を考えてい

かなければいけないと思います。 
 この視点から見て、まずそこに書いてある課徴金の納付命令の方からいきま

す。これは事前か事後かを一律に論じようとすると一つの手続のパターンとし

て認識されますが、結局具体的にどこと違ってくるかというと、命令が執行さ

れるのか。それとも、執行されないで一時停止されるとか、事実上それに近い

効果を与えるのかということでありますので、こういう視点から考えるとする

と、そもそも課徴金と排除措置は命令の性格が異なりますから一律に論じられ

ません。 
 そこで課徴金の方からいきますと、そこに書きましたが、金銭の賦課で事後

的な回復が可能であるということが基本的に行政処分としてこういうふうに言

えるんですけれども、さらに審判手続中は強制徴収されず延滞金も減額される

と、条文でこういう形になっています。これは延滞金の問題はありますけれど

も、それもかなり減額されるということでありますから、実質的に事後徴収と

余り変わらないのではないかと思うわけです。そうすると、事前と事後でこれ

は実質的に変わらないのではないかと思います。 
 それから、排除措置命令の方ですけれども、これもそこに書きましたが、供

託による命令の執行免除の制度というものが導入されました。導入という意味

は、以前は審決の執行免除だったんです。ですけれども、命令の執行免除とい

うことで制度が命令に振り替えられたわけですが、通常の行政命令にはこうい

う制度はないと思っています。執行に対する一種の仮の救済に類似する機能を

持つわけで、民訴の仮処分に近い性格を持っているのではないか、持ち得るの

ではないかと思います。 
 ですから、こういう形での手当てがひとつなされているというのは、通常の

行政処分と違ってまさに審判手続が関与していることをこういう形で考慮して

いるというふうに考えております。 
 それから、執行停止制度の運用というふうに書きましたけれども、行政事件

訴訟法が今度改正されて重大な損害が生ずるような場合には執行停止が認めら

れるという制度が導入されましたので、これなどを参考にして執行停止の条件

を、例えば公正取引委員会のガイドラインなどで定めていけば、さっき言った
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名あて人の争う権利の保障、それから審判手続をかませたことによる慎重な手

続というのは基本的に果たされるのではないか。 
 具体的にお話をしますと、先ほど迅速性という話が出ましたが、独占禁止法

のうち特に排除効果を持つ違反行為類型ですね。私的独占の排除もそうですが、

不公正な取引方法でもあります。取引拒絶などもそうですが、これは競争者が

どんどん売上げを失っていくわけですね。そういうものについて、執行停止し

ないで審判で争った場合もずっと続いていくということになると、場合によっ

ては２年から３年ずっとそのまま違反行為が放置されるという結果をもたらす

わけです。 
 そこで、こういうようなものは、先ほど緊急停止命令の話が出ましたが、緊

急停止命令というのは基本的に審査に着手してからもすぐ発動できるんです。

ですから、これは審査段階から発動できるということである意味では限定され

た制度で、先ほど例外というような話がありましたが、そういうものだと思う

わけで、今、言ったような排除効果を持ったものについての執行を停止させる

必要性というのは非常に大きいと思います。他方、この排除行為というのは結

局競争者を排除する、いわばアグレッシブな競争手段をとっているわけですか

ら、それを一時停止させても事業者側に特に損失が生じるとか、そういうこと

はないのでないかと思います。 
 逆に、例えば組織とか、構造的組織と言いましたけれども、組織の解体とか、

事業団体の解散とか、そういうものに関わるような場合は執行停止をしてもい

いのではないかと思います。 
 １つの例を申し上げましたが、このような形で具体的に一定のガイドライン

なり何なりを考えていけば、私は執行に関する問題は基本的に解決する。そし

て、これによって審判手続が事前か、事後か、実質的には変わりはなくなると

考えております。 
 それから、これは補足というか、議論が出ておりますので、こちらで議論さ

れたと思い、参考資料の追加で出しておきましたが、刑事罰との関係について

です。これは審判手続と少しずれてしまうんですけれども、刑事罰の手続と、

それから行政手続ですね。課徴金の手続を分けるということで、例えば分け方

が実体面で分けるとすると先ほど伊従さんが言ったように、刑事罰は個人だけ

というような形です。手続的に分けるのは郷原さんが言っていることなんです

けれども、刑事でいく場合には課徴金の手続はストップさせるというか、そも
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そもその手続は取らないというやり方です。住み分け論というか、振り分け論

と言っていますけれども、これもお読みになっていただければと思いますが、

実際に制度設計をしようとするといろいろ問題が多くて、私はこれはまずいの

ではないかと思っております。その内容についての説明はこちらに譲らせてい

ただきます。以前にシンポジウムでお話をした内容です。 
 ちなみにこれについて見ますと、法人処罰については刑法の先生なども似た

ようなことをおっしゃっている方がいらっしゃいます。 
 最後に、これは全くレジュメには書いていないんですけれども、さっきの審

判手続の事後手続化に関わって取消訴訟における裁決主義を外す、つまり審判

を経ないでも直接地方裁判所に出訴できるような制度にしたらいいんじゃない

かという主張をする人がいるというふうなことを聞いております。そういうふ

うに伊従先生もたしかお書きになっていたのではないかと思うんですけれども、

最後にこれについても簡単にコメントしておきます。さっき言ったように執行

停止の問題を解決すると事後手続化の問題というのは実質的には解決するので、

そもそもこういうことをする必要はないと思うんですけれども、制度をすっき

りさせるという意味でこういうことをやるという議論もあり得るとは思うんで

すが、基本的にこれは、行政審判制度を形骸化させるおそれがある。審判を経

ないでいきなり地裁にいくということになると、行政審判の場合は実質的証拠

がかかるわけです。そうすると、争う方にしたら地裁に行った方が２回事実認

定（証拠調べ）を争えるということになりますから、私は行政審判のバイパス

という現象がかなり広範に起こってくるのではないかと思います。 
 そもそも何で行政審判制度を設けたかというと、専門機関の事実認定を尊重

するという基本的な建て前があるわけで、例えばアメリカのＦＴＣなどは基本

的にこのルールでやっておりますし、それからこれはできたら是非調査をして

いただきたいのですが、ＥＵの第一審裁判所（CFI）というのも基本的に法律問
題だけなんです。事実認定をしないという構造です。恐らく国際的に見ても専

門機関である競争当局の事実認定を尊重するというのは、独占禁止法について

の基本的なスタンスなのではないかと思いますので、やはりこの基本的な前提

を崩すようなことはすべきではないし、またその必要もないと考えております。 
 ちょっと時間が長くなりましたが、以上です。 
○塩野座長 どうもありがとうございました。それでは御質問あるいは御意見、

感想でもよろしゅうございますけれども、適宜お述べいただければと思います。
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どなたからでも結構でございます。 
○根岸委員 不公正な取引方法と課徴金のところですけれども、再販売価格維

持行為に対し、課徴金をもって対処すべきという意見ですね。しかし、それは

なかなか難しいと私は思うんです。というのは、基本的な考え方としては、不

当な取引制限及び私的独占にある「一定の取引分野における競争を実質的に制

限する」という要件の下で課徴金の対象にしようということがありますね。そ

して、いわゆる「ハードコア」というので、支配型の私的独占も実質的にはハ

ードコアカルテルと同じようなものだからというような説明ですね。そうしま

すと、日本では再販売価格維持行為というものは不当な取引制限ではないんで

す。これに対する意見はもちろんありますけれども、そういう取扱いが行われ

ていないで「不公正な取引方法」の一つである。こういうことになりますと、

なぜ不公正な取引方法の中のこれだけを取り上げるかという問題があるのでは

ないか。 
 私自身は、ここで結論的な意見を申し述べる時期は早いと思いますけれども、

しかし、不公正な取引方法は公正取引委員会が指定するという仕組みになって

いますね。したがって、そういうものについて確かに再販は国際的に少なくと

も最高価格維持行為を除いて確定、最低価格維持行為は「当然違法」というの

が原則だと思いますけれども、しかし、日本のそういう位置付けから見るとや

はりなかなか難しいのではないかと思いますが、その点はどうでしょうか。 
○岸井教授 大変重要な御指摘で、私もそこは少し悩んだところではあるんで

すけれども、まず国際的な比較でいきますとヨーロッパではＥＵの場合ですね。

そもそも全体を考えていただきたいのですが、ＥＵレベルでは支配的地位の濫

用と、それからカルテルの規制しかありません。日本でいう不公正な取引方法

の規制というのは基本的に支配的地位の濫用と、それからカルテル規制の拡大

ということですね。競争の実質的制限よりももっと低い段階であって、この両

方でカバーされているということになるわけです。 
 そうすると、日本と重ね合わせますと、日本の不公正な取引方法でＥＵで課

徴金が課されているのは、結局縦のカルテルの垂直的制限だけなんです。私的

独占の排除は対象にするという前提です。そうすると、やはり再販が出てくる

のかなと思うわけです。それで、ＥＵの場合、block exemptionという適用除外
規定がありますが、この除外にかからないのがまず再販なんです。イギリスな

どはそこに書いておきましたが、再販だけは課徴金をかけるということにして
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おりまして、やはりヨーロッパとの比較からすると再販が入っていないとちょ

っとバランスが取れないかなというのが国際比較からの問題です。 
 それで、根岸さんがおっしゃった制度化の問題ですけれども、これはこうい

う問題も出てきます。現在の日本の再販は 12 項でやっているんですけれども、
12 項は商品で、サービスに関する再販は 13 項なんです。ですから、再販に課
徴金をかける場合、私は課徴金を対象にした新しい類型みたいな形でくくり出

さないと難しいと思います。そういうことを前提にして課徴金を再販だけにか

けるということは、私は一つのアプローチとしては考えられるかと考えた次第

であります。 
○村田委員 資料の２ページ目の１行目のところで、「今後、運用面の充実は必

要であるが、改めて制度を変更ないし修正する必要は認められない」とおっし

ゃっておられますが、今の審判の手続の中では、企業側の防禦権が十分に保障

された状況にはないという認識を持っております。例えば、本人の供述調書で

ありながら、実際に供述したことが必ずしも供述調書に取られるわけではない

とか、審判になった時点でも、もともと企業側は立入検査のときに自社の資料

ですらコピーはごく一部しか許されないことが多い中で、審判開始決定後も、

審査官が事件に関する資料、証拠を全て開示するわけではないというのが実態

ではないかと思います。要するに、審査官が自分達の立証に必要な範囲でしか

証拠を開示せず、場合によっては、被審人に有利な証拠や審査官の立証に不都

合な証拠があったとしても、被審人はその存在すら認識できないまま、審決が

出されている可能性もあるというのが今の審判の手続的な問題ではないかと思

っておりまして、このような部分につきましては、今後、制度の変更を検討す

る余地があるのではないかと思っております。 
 それからもう一点、参考資料で御説明いただいた２ページ目の２行目から４

行目に関して、「政府契約への参加を３年間停止するという条文は使われたこと

がない」とご説明いただきましたが、これも実質的には指名停止措置がなされ

ているから適用されていないのではないかと考えられます。また、「法人処罰の

一環としての保護観察的な制度」の導入に言及しておられますけれども、今の

日本の刑事司法をよほど劇的に変えないと実際には無理なのではないかと思っ

ておりまして、むしろ公正取引委員会が行政処分としての業務改善命令の一環

で、保護観察的なことを行うほうが機動性に富むのではないかと考えます。現

在は、公正取引委員会の「審決執行後の監査」という制度も事実上あまり機能
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していないように思われますので、このような点に関しましても制度の改善・

変更ということも考えられるのではないかと思いますが、先生の御意見をお伺

いできればと思います。 
○岸井教授 制度を改正する必要はないというふうに書いたことを批判する意

味でおっしゃっているんですか。それとも、私の今の話は全部運用で基本的に

片付くと思っているので、例えば証拠開示の問題なども新しく審判規則ができ

ましたのでそこら辺の運用の問題だと思います。先日も私はＮＴＴ東日本のケ

ースで審判を見学してきましたけれども、証拠開示は文書提出命令とかを出し

たりしますから、そういう意味での一定のルートはあるわけで、それを更にど

ういうふうに拡大するかという問題ではないか、あるいはその必要があるのか

ないかということが問題点ではないかと思います。ですから、運用の問題とい

うことでは私も全く問題がないとは言っていないので、意見はその辺では一致

している。ただ、どこまで拡大するかというのは具体的な審判の手続など見た

上でやるべきではないかと思います。 
 それに関して言いますと、先ほどの伊従先生のお話もそうだったのですが、

審判請求をしてどういうふうに争えるとか、これを実際に運用するのは公正取

引委員会ですから、公正取引委員会が実際にこれからどういう運用をするつも

りなのかとか、その辺については皆さんは意見をお聞きしているのかもしれま

せんけれども、そこはちゃんと踏まえた上でやらないと、とにかく法律の条文

にこう書いてあるからこういうふうになるではないかと議論をしていると空中

戦で余り実質的に生産的な議論にならないと思います。 
 それから、刑事罰についてはまさに私も同様でありまして、これは動いてい

ないんです。動いていないので、今トップの経営者が社会的に制裁されるとい

うのは、やはり罰金を科するというのは非常に大きいんです。それはむしろ現

場にいらっしゃるので御存じではないかと思うんですけれども、そこを私は強

調したかった点で、そういう意味でこういうことを書いたわけです。よろしい

でしょうか。 
○塩野座長 行政法の点では裁量のところが一番興味のあるところなんですけ

れども、岸井教授の説明では、刑事の方は主観的な要素を入れるもの、行政の

方は主観的要素を入れてはいけないもの、としていますが、行政だって結構主

観的要素を入れていろいろなことをやりますね。今は国立大学ではないですけ

れども、昔は懲戒処分あった。だから、その場合、独占禁止法の場合には、「お
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よそ行政処分だから…」ということではなくて、こういう理由で主観的な考慮

要素は排除すべきだということをもう少し丁寧におっしゃっていただいたらと

思ったのですが、別添の講演の記録の方にはその裁量のところは余り詳しく出

ていなくて、裁量の典型的云々と言われたのは今回初出ですか。 
○岸井教授 初出です。この前、シンポジウムでは口頭で申し上げましたけれ

ども。 
○塩野座長 初出だということであれば、もう少し丁寧に書いていただいた方

が我々の参考にはなると思いますので、またできたら文書でお願いしたいと思

います。 
○岸井教授 また改めていろいろと書いてみたいと思います。 
 それから、悪質性の方の問題なんですけれども、一言言っておきますと、私

も悪質性として問題にされている要素が一切考慮すべきでないというドグマテ

ィックなことを言っているのでなくて、③の最後のところで、ハイブリッド方

式で抑止効果とか、あるいは重大性と場合によっては絡むようなこともあるか

もしれませんが、そういう形で部分的に取り込むことは可能だと思っています。 
 私が申し上げたかったのは、悪質性というものをトータルに正面から問題に

するということになりますと非常に広範になるし、例えば今回の改正でも繰り

返しのいわゆる累犯加重と言われておりますけれども、あれは結局利益は実際

に調べてみたら大きいので、悪質性ということではなくて抑止効果の観点から

導入したので、ああいう形ならばハイブリッドの制度設計というのは十分可能

だと思います。そういう趣旨として御理解いただければと思います。 
○塩野座長 ほかに何かこの際ございますか。 
 伊従さん、この際、最後に何か言いたいことはありますか。ごく１、２分で

いいですから。 
○伊従弁護士 根岸先生から経済法制全体との関係でみるようにという御指摘

ですが、それは当然だと思います。課徴金制度は殊に今度の改正で非常に高額

になり、恐らく公正取引委員会の方でも目標にするのは数十億、数百億という

欧米並みのことを考えてやっていると思いますが、シミュレーションでは、例

外的な場合かもしれないけれども、非常に高額になる場合があるので、上限を

入れた方がいいということです。改正独占禁止法は非常に独特な法律になって

いて、ほかの法制との整合性を考えても、上限を置かないといけないのではな

いかと思います。 
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 殊に昨今グローバルな市場になってきていてお互いに域外適用をしていると

きに、日本は非常に特殊な手続をつくってしまったのです。最初はそうではな

かったが、沿革的につくり上げられてしまった。これを今の段階で見直す必要

が私はあるのではないかということです。 
 それからもう一点、事後審判のことですが、やはり事後審判の場合には審判

請求に従って審判開始をして、審決も実質的に審判請求に理由があるかどうか

について行われることになるのでは、私は根本的に間違っていると考えます。

これは運用で解決することはできないと考えます。 
○塩野座長 最後の点は御意見として伺いますが、最初に言われた「独占禁止

法については特別の世界なんだからそれだけに焦点を当てればいいではない

か」という御意見でございますけれども、これは私どもは、当初からそういう

アプローチはいけないということで検討しております。この研究会では、独占

禁止法だけをやってきた人たちが集まって、独占禁止法の世界だけで議論をし

ていたのでは日本国民の全体として理解を得られないのではないか、という点

が基本にあります。 
 そこで今回は、もう少し幅広い間口から、幅広くそれぞれの国の中で独占禁

止法というもの、あるいは制裁措置がどういう位置付けを持っているのかとい

うことをとことん突き詰めて掘り下げていかなければいけないのではないかと

いうことでございます。 
○伊従弁護士 幅広く検討する必要があることはそのとおりだと思います。 
 ただ、課徴金制度の問題については、高額で画一的な課徴金が簡易な手続で

賦課されますが、こういう議論は独占禁止法のほか例がありません。全然裁量

がなくてこういう高額な金銭が賦課されるのは極めて特殊です。91 年のセメン
トカルテルでは実際に２地区で 112 億円の課徴金が取られましたが、全国だっ
たらさらに高額です。加えて２％のときで 112 億円ですから、10％になればそ
の５倍取られるわけです。だから、かなり重要です。こういうことについては

っきりその上限を保障しないでやるというのは、おかしな問題だと思います。 
○塩野座長 確かに御指摘はよくわかりますので、問題点として承ります。ど

うもありがとうございました。 
 それから、今日の冒頭に休憩を入れますと言いましたけれども、私の司会の

不手際とお２人の頑張りで休み時間はなくなりましたので、このまま続行させ

ていただきます。 
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（伊従弁護士、岸井教授退室） 

 
○塩野座長 それでは、残り時間は余りございますが、後半の議題へ移ります。

前回お約束といいますか、もしできればということで事務局に主要国の法制の

横断表作成をお願いいたしまして、それがお手元の資料のかたちになりました

ので、御覧下さい。これは全くの素案の素案という扱いでございます。「主要国

における違反行為に対する措置の概要（横断的整理項目案）」ということで出て

おります。これは西田・宇賀教授、それからお３人の専門委員の方の御報告を

事務局の方でこういう形で取りまとめてみたというものでございます。正確性

とか、そういう問題ではなくて、こんな形で取りまとめてみました。こういう

ことをもう少し正確さを含めて、あるいは詳しさ等々を含めて、そしてもう一

つ重要なのは一覧性ですから、一覧性ということも含めてブラッシュアップし

ていってよろしいでしょうかということでございます。今日直ちに御意見を承

る必要はないとは思いますけれども、こういう作業をしておりますということ

でございます。結構これを見ていると面白いと思うところもいろいろあります

ので、ごらんいただければと思います。 
 それでは、今日の本題の一つということになっていたはずのものでございま

すけれども、公正取引委員会の方から日本と海外主要国の競争法についての説

明をお願いいたしたいと思います。時間を区切って大変申し訳ございませんが、

15分程度でお願いできればと思います。よろしくお願いします。 
○南部国際課長 国際課長の南部と申します。よろしくお願いいたします。 
 早速ですが、時間がございませんので、この資料の内容の説明というよりも

資料の説明ということで御了承いただきたいと存じます。 
 １ページにございますのは違反に対する措置で、行政と刑事と民事が３種類

あるところでそれぞれどう割り振られているか。日本の場合は課徴金と刑事罰

があり、しかも対象となるのは法人と自然人があり、加えて損害賠償がある。

そういう形で並べた表で、アメリカはごらんのとおりで刑事のみ。それから、

欧州系は行政処分のみ。ただ、個別にフランスあるいはドイツのような国の中

では刑事処分もあるという表でございます。 
 それから２枚めくっていただいて、３ページは「行政上の金銭的不利益処分

の概要」、その制裁金とか課徴金の関係であります。日本は御案内のとおり 10％
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ということ、それからＥＵの場合は基本的には裁量に基づいて行われますけれ

ども、上限額が決まった上でこのような裁量に基づいて算定される。イギリス

も同様、フランス、ドイツも同様ということで、右にあります裁量の有無につ

きましては日本以外は裁量に基づいて判断をしているということです。 
 それから、その右は過失の有無を判断するかどうかということで、裁量を取

っているヨーロッパでは過失の有無を判断している。フランスについてはバツ

印が付いておりますけれども、これは制定法上過失について判断するという記

述がないということであります。 
 ただ、実際の運用のところで一切判断をしないのかどうかというところまで

は正直なところではわからないのではないかということです。 
 それから「手続」でございますけれども、行政処分の事前事後の手続きとい

うことで、日本は御案内のとおりでありますし、アメリカの場合はＦＴＣ、連

邦取引委員会の制度でありますけれども、日本法の親法でございますから日本

と同じように事前手続としての連邦取引委員会の審判があるということ。それ

から、ＥＵの場合はＥＵ委員会の審判ということではございませんので、欧州

第一審裁判所の不服申立処分が行われるということ。それから、イギリス、フ

ランス、ドイツということでここに記載のとおりでございます。 
 それから、５ページのところで行政審判を行う審判官の資格要件というもの

がございます。アメリカは連邦取引委員会の行政法判事、ただし日本の場合と

は異なり、かなり連邦取引委員会との人事上のつながりは薄いといいますか、

独立性が強いというようなことが言われております。 
 それから、５ページの下に調査権限というものがございます。基本的には間

接強制権限、行政上の調査権限を許可状を取らずに行う。日本の場合は許可状

を取る調査手続も加えられますけれども、こういう形になっている。ＥＵの直

接強制権限は、ＥＵ加盟国の裁判所の権限を得てＥＵの職員が直接強制権限を

行使することができる場合もあるということだそうであります。 
 それから、イギリスのように間接強制権限を使いつつ、また令状を取って直

接強制的な行為を行う場合もある。フランスも間接と直接と両方使うことがで

きる。ドイツの場合には間接強制権限もございますけれども、いわゆる制裁金

を取るという手続、カルテルなどに対しては令状を取った直接強制で処理がさ

れるということだそうであります。 
 右の方に自己負罪拒否特権あるいは黙秘権の有無についての整理をしてござ
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います。 
 それから６ページでございますけれども、これは変わりまして不公正な取引

方法に対する規制でございます。廉売規制は日本につきましては独占禁止法の

19 条、不公正な取引方法と、それから私的独占の３条に当たる場合がある。ア
メリカの場合はシャーマン法２条のほかロビンソン・パットマン法という法律

がございます。このロビンソン・パットマン法といいますのはクレイトン法の

改正法のような形でありまして、差別価格に対する特別の規制が置かれていて、

競争を阻害するおそれの段階での規制が可能であり、しかも刑事罰がかかると

いう意味合いのものであります。ただ、実際上この規定はほとんど運用されて

いないと伺っているところです。 
ＥＵの場合は基本的に市場支配的地位の濫用として規制が行われるということ

で、イギリスも同様であります。フランスとドイツにつきましては、個別に国

内法として競争者を排除する目的あるいは競争者を排除する意図を持った廉売

行為に対する規制が設けられているということであります。 
 それから、優越的地位の濫用の規制につきましては日本は不公正な取引方法

で、アメリカ、ＥＵ、イギリスについては基本的にはない。ただし、優越的地

位の濫用ではなくて独占的な地位の濫用ということであれば対象になることも

あろうかと思いますけれども、そういうレベルに達しない段階での規制という

ことでは存在しないということ。それから、フランス、ドイツにつきましては

経済的な従属状態に対する規制という観点から特別の規制があるということだ

と思います。 
 最後に再販でございますけれども、先ほど御紹介がございましたようにアメ

リカではシャーマン法の規定があり、少なくとも最低再販売価格については「当

然違法」ですが、最高再販売価格については「合理の原則」に基づいて判断さ

れる。あるいは、ＥＣについても記載のとおり、フランスについても記載のと

おりということで、大変短くて恐縮でございますけれども、資料の説明という

ことでは以上でございます。 
○塩野座長 どうもありがとうございました。時間の関係で私の方から一言だ

け申しますと、公正取引委員会の方の資料ですね。訳語ではなくてやはり原語

を入れておいていただけませんか。それぞれ国の言葉でペナルティだとかサン

クションだとかですね。それぞれにどういう言葉を使って書いているかという

ことで、これの訳語と原語を入れていただけますか。ほかにどうぞ。 
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○村上委員 １点だけ、むしろ要望事項になるのですが、主要国の分析対象と

して２か国、カナダとオーストラリアを入れてもらえないかというのがお願い

です。 
 その理由だけ申し上げます。排除措置命令を出すまでの手続について世界の

行政的手続を見ますと、１つは大陸法的な行政処分を下して執行力を持たせて

それで取消訴訟を裁判所に持っていくということが典型的なものになります。

それからもう一つが独立行政委員会の下で事前の行政審判を裁判所的にやって、

その審決で執行力ある措置を命じ、審決取消訴訟をやる。これがアメリカの連

邦取引委員会の手続です。 
 ただ、前回アメリカの例で説明していただきましたように、英米法の手続で

見る場合には行政庁が民事の訴追機関となって裁判所に対して民事訴追を起こ

して、裁判所が命令判決とか、もしくは行政制裁金を課す手続の国は英米法で

は非常に多いかと思います。その中でカナダはそういう意味で民事訴追の手続

で排除命令を出す国でありますし、オーストラリアは当局が民事訴追して排除

措置命令を課するのと同時に、シビルペナルティという民事制裁金も裁判所は

そこで課すというシステムになっていますので、英米法的な３つ目のいわゆる

行政措置を取る場合の典型手続類型を見ていく場合にも非常に役に立つと思い

ます。 
 それからもう一つ、カナダは制裁としてある意味で刑事罰と懲罰的損害賠償

を重視するアメリカ型の国であるということです。それから、オーストラリア

はある意味で行政制裁金と全く同じものである民事罰をシビルペナルティとい

う言葉で、それを裁判所が課す国である。そういう意味で、世界の行政手続を

見る場合において主要国でできたらカナダとオーストリアの２か国を入れても

らえると非常に役に立つのではないか。むしろ要望という形でお願いできれば

と思います。 
○塩野座長  公正取引委員会には情報の蓄積はあるでしょうか。 
○南部国際課長 カナダとオーストラリアのこの表と同じ程度の情報は我々は

持ち合わせておりますので、それは大丈夫です。 
○塩野座長 たまたまオーストラリアに興味を持っておられる方もありますし、

カナダに興味を持っている方もおられますので、その方々を通じて何か資料を

得るということは可能だと思います。 
 それで、今、言われているように違うんですね。だから、それをグローバル
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だからスタンダードは１つだというので伊従さんのようにアメリカ型を皆、飲

み込めと言われてもなかなか困るところがありますので、その辺は村上委員も

よろしく御配慮いただきたいと思います。 
○村上委員 そういうことで、参考になるという意味は日本の今回の事前通知

意見陳述を行い、行政処分である命令を下して、それから事後審判になって審

決を下して審決取消訴訟というものを裁判所に持っていくというその手続と、

スタンダードと言うとおかしいですが、諸外国である手続とを比較してみるこ

との価値はあるのではないか。そういう意見であります。 
○塩野座長 そのどこがスタンダードかというのは、ヨーロッパとアメリカで

は……。 
○村上委員 それぞれにそれぞれの価値はあると思いますが、それらと比べて

も日本の手続というのはちょっと変わっているところがあるのではないかとい

う感じはします。 
○塩野座長 どうもありがとうございました。 
 では、根岸委員どうぞ。 
○根岸委員 今の公正取引委員会の資料の１ページで、私もそうではないかと

思ったのですが、事業者の全世界売上げの 10％というものがありますね。これ
はＥＵはそうであり、イギリスも、フランスも、ドイツもそうなんです。それ

で確認を……。 
○南部国際課長 これはＥＵ法に習って各国が上限についてはそろえたという

ことです。 
○根岸委員 その点だけ確認です。 
○塩野座長 この２つの表のつくりはなかなか難しくて、完全に溶け込ませる

ことも可能だと思いますけれども、そうするとかえってわかりにくいところも

ありますので、それぞれの項目をつくるに際して、ドイツ法から見るとこの整

理はおかしいとか、ドイツ法から見ると公正取引委員会の方で調べられた独占

禁止法の制度というのはもう少し言葉の使い方なり、あるいは制度の位置付け

なり、こういうところはこういうふうに整理した方がいいのではないかという

御注意があるかもしれません。その点はこれからこの２つの表が内容的に統一

された形ででき上がるように努力したいと思いますので、外国法の専門の先生

方とよく御相談をしてください。 
 何度も繰り返して申し訳ありませんが、公正取引委員会事務局は公正取引委
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員会事務局で固まってしまう、あるいは独占禁止法をやっておられる先生との

お話し合いで終わってしまう。そうではなくてたまには独占禁止法なんか見た

こともない刑法の先生の情報も入れると随分いろいろな道が拓けるというふう

に私は思うものですから、そこはよろしくお願いしたいと思います。 
 ほかにいかがでしょうか。 
○村田委員 根岸先生から御指摘があった部分なんですけれども、前回の先生

方の御報告の中ではイギリスとドイツは全世界売上げではなくて法人レベルと

いうことではなかったんでしょうか。 
○根岸委員 そうなんです。だから確認したんですけれども。 
○村田委員 どちらが正確なんでしょうか。 
○今井調査員 イギリスに関しましては前回も申し上げましたけれども、”

relevant turnover”になっておりまして、解釈としてイギリス域外も含んでお
りますが、明文で全世界というのはなかったと記憶しております。フランスは

明文でございます。 
○川出調査員 ドイツについては、競争制限禁止法の条文上は、直近の事業年

度における売上高の１０％とされているだけで、その売上高の基準までは明示

されておりません。規則レベルで規定があるのだと思いますので、この点は、

再調査をいたします。 
○南部国際課長 制裁金の上限額、シーリングとしての上限額についての規定

はそれぞれ全世界の売上げの年度の 10％ということでございますけれども、実
際にそのガイドラインに基づいて算定するとき、イギリスのようにまず関連す

る事業の売上高をベースにして決めていくことになりますから、実際の課徴金

なり制裁金の算定の手法のときの基準とシーリングとはある意味で懸け離れて

いる面があるということで、日本はある意味でそれをきっちり取っていますけ

れども、欧米諸国ではそこは違っているということです。 
○塩野座長 まだいろいろ御質問もあろうかと思いますけれども、御質問のあ

る向きは事務局にお寄せいただければ、事務局から公正取引委員会事務局に取

り次ぐということでも捕捉は可能でございますので、そこはよろしくお願いし

たいと思います。 
 そこで、時間もまいりましたので次回の御案内ということにしたいと思いま

す。事務局から御説明をお願いいたします。 
○寺川参事官 それでは、次回以降の日程について御説明させていただきます。
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今日お配りしている資料に次回第６回以降の予定を書いてございますのでそれ

をごらんいただきたいと思います。 
 次回につきましては 12月 15日木曜日の午前９時 30分から、場所はこの建物
の３階にあります特別会議室で開催させていただきます。この第６回会合にお

きましては公正取引委員会から最初にヒアリングを行った上で、そのヒアリン

グ事項に加えまして、これまでのヒアリングを踏まえて、各委員の方に議論を

していただくということを考えております。全体では 12時以降、昼食を含めま
して３時間程度の会議ということを考えております。昼の予定につきましても、

事務局の方から後で委員の皆様の御都合を確認させていただきますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 
 それから、来年の１月以降の予定ですが、お手元の資料にございますように、

第７回会合につきましては１月 20日金曜日の午前９時 30分から、第８回につ
きましては２月 17日金曜日の午後１時 30 分から、第９回につきましては３月
６日月曜日の午後１時 30分から、第 10回につきましては３月 30日木曜日の午
後１時 30分からということで、３月までの予定はこのように決めさせていただ
いております。以上でございます。 
○塩野座長 ありがとうございます。次回は昼食も出るということでございま

すので、会議自体が 12時を過ぎるということを前提に御予定をいただきたいと
思います。 
 それでは、どうも今日はありがとうございました。 
 

（了） 


